
自
動
車
税
の
種
別
割

●
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
期
限
は
5
月

31
日
（
火
）

納
期
内
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

お
近
く
の
金
融
機
関
窓
口
、
コ
ン
ビ
ニ

な
ど
で
お
早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
か
ら

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
納
付
も

で
き
ま
す
。
納
税
通
知
書
に
印
字
さ
れ
て

い
る
コ
ン
ビ
ニ
収
納
用
バ
ー
コ
ー
ド
を
利

用
し
て
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

（
L
I
N
E

P
a
y
、
P
a
y

P
a
y
、

P
a
y
B
な
ど
）
で
も
納
付
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）

の
減
免

身
体
障
害
者
手
帳
・
戦
傷
病
者
手
帳
・

療
育
手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
方
が
使
用
す
る
自
動
車
は
、

名
義
や
障
害
の
程
度
な
ど
、
一
定
の
要
件

を
満
た
す
場
合
、
申
請
に
よ
り
、
自
動
車

税
（
環
境
性
能
割
・
種
別
割
）
の
減
免
が

受
け
ら
れ
ま
す
。

問

紀
中
県
税
事
務
所 

課
税
課　

☎
６
４

‐
１
２
６
０

医 

療

◆
◆
◆

医
療
費
通
知
の
お
知
ら
せ
時
期

医
療
費
通
知
は
、
国
民
健
康
保
険
の
世

帯
主
宛
に
年
6
回
、
後
期
高
齢
者
医
療
被

保
険
者
宛
に
年
3
回
、
郵
便
は
が
き
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。
今
後
の
発
送
時
期
、
対

象
と
な
る
診
療
月
に
つ
い
て
は
表
の
と
お

り
で
す
。

※
国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
通
知
は
再
発

行
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
医
療
費
通
知
は
、
税
申
告
の
際
の
医
療

費
控
除
の
申
告
手
続
き
で
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
の
代
わ
り
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
医
療
費
控
除
に
関
す
る
こ
と

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
る
支
出
で
、

通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る

場
合
に
は
、別
途
領
収
書
に
基
づ
い
て「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
を
作
成
し
、
そ
の

明
細
書
を
申
告
書
に
添
付
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、医
療
費
領
収
書
は
、

確
定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
保
存
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
通
知
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
己

負
担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
と
、
実
際

に
ご
自
身
が
負
担
さ
れ
た
額
が
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、

自
己
負
担
相
当
額
（
患
者
負
担
額
）
欄
に

記
載
の
額
か
ら
公
費
負
担
医
療
の
額
を
差

し
引
く
な
ど
、
ご
自
身
で
額
を
訂
正
し
て

申
告
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す
る
こ
と

は
、税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
【
国
民
健
康
保
険
】住
民
課（
吉
備
庁
舎
）

　
【
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
】
和
歌

山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

☎
０
７
３
‐
４
２
８
‐
６
６
８
８

年 

金

◆
◆
◆

産
前
産
後
期
間
の
保
険
料
免
除

「
産
前
産
後
期
間
保
険
料
免
除
制
度
」

と
は
、
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属

す
る
月
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間
（
産
前
産

後
期
間
）
の
国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ

れ
る
制
度
で
す
。
産
前
産
後
期
間
と
し
て

認
め
ら
れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
め
た

も
の
と
し
て
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
に

反
映
さ
れ
ま
す
。

※
出
産
と
は
妊
娠
85
日
（
４
カ
月
）
以
上

の
出
産
を
言
い
、
死
産
、
流
産
、
早
産

の
場
合
を
含
み
ま
す
。

●
対
象
者
／
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
、
出
産
日
が
平
成
31
年
（
2
0
1
9

年
）
２
月
１
日
以
降
の
方

●
届
け
出
書
提
出
先
／
住
民
課
（
吉
備
庁

舎
）、や
す
ら
ぎ
福
祉
課
（
金
屋
庁
舎
）、

清
水
行
政
局
住
民
福
祉
室
、
各
出
張
所

※
届
け
出
は
出
産
前
と
後
、
ど
ち
ら
で
も

で
き
ま
す
。

●
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
年
金
手
帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
な
ど
）

・
母
子
健
康
手
帳
な
ど
（
出
産
前
に
届
け

出
る
場
合
。
出
産
予
定
日
を
明
ら
か
に

で
き
る
書
類
）

※
死
産
な
ど
の
場
合
は
、
そ
の
こ
と
を
明

ら
か
に
で
き
る
書
類
が
必
要
。

問

住
民
課
（
吉
備
庁
舎
）・
和
歌
山
西
年

金
事
務
所　

☎
０
７
３
‐
４
４
７
‐

１
６
６
０

診療月 お知らせ時期（予定）
後期（年 3 回） 国保（年 6 回）

1 月 （5 月下旬発送） 5 月上旬2 月

9 月下旬3 月 7 月上旬4 月
5 月 9 月上旬6 月

翌 1 月下旬7 月 11 月上旬8 月
9 月 翌 1 月上旬10 月 翌 5 月下旬

（1 月診療分含む）11 月 翌 3 月上旬12 月

お知らせお知らせ
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